
宮城県外国人介護人材獲得強化事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 県は、外国人介護人材の確保を図るため、海外現地における働きかけの強化、海外現地の学校と

の連携強化その他現地での人材確保に資する取組を行う事業所等に対して、予算の範囲内で補助金を交

付することとし、その交付等に関しては、生活困窮者自立相談支援事業等実施要綱(平成２７年７月２

７日付け社援発０７２７第２号の別紙)及び補助金等交付規則(昭和５１年宮城県規則第３６号。以下

「規則」という。)の定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「外国人介護人材受入事業所」とは、県内において、介護保険法（平成９年

法律第１２３号）及び老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に基づく事業所・施設のうち、外国人

介護人材の受入れが可能又は受入を予定しているものをいう（以下同じ。）。 

２ この要綱において、「介護福祉士養成施設」とは、県内において、社会福祉士及び介護福祉士法（昭

和６２年法律第３０号）第４０条第２項第１号から第３号までに規定する養成施設をいう。 

３ この要綱において、「日本語学校」とは、県内において、出入国管理及び難民認定法に基づき告示さ

れた日本語教育機関及び日本語教育機関認定法（令和５年法律第４１号）に基づき文部科学大臣の認定

を受けた日本語教育機関をいう。 

 

（交付の対象) 

第３条  この補助金の補助対象者は、外国人介護人材受入事業所、介護福祉士養成施設又は日本語学校等

とする。 

２ この補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)とする。 

 (１)送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集 

外国人介護人材の確保の取組を効果的に行うため、送り出し国の学校、送り出し機関、政治情勢、 

生活・文化・風習等の事前調査等に要する経費。 

 (２)海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化 

外国人介護人材を円滑に確保することを目的に、海外現地の学校・送り出し機関等との関係構築・ 

連携強化を図るための訪問活動等や、必要となる宣材ツールの作成等に要する経費。 

 (３)海外現地での説明会開催等の採用・広報活動 

更なる外国人介護人材の確保を促進するため、海外の日本語学校等での説明会の開催や現地での

求人募集、日本の介護に関するＰＲ、外国人介護人材受入事業所や介護福祉士養成施設等の情報提

供などの広報活動に要する経費。 

また、上記取組を実施するための宣材ツールの作成に要する経費。 

 

（交付額の算定方法） 

第４条 この補助金の交付額は、別表により算出された額とする。 

 

（交付の申請） 

第５条 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第１号によるものとし、その提 



出期限は知事が別に定める。 

２ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとす

る。  

(１)事業計画書(様式１－１)  

(２)所要額調書(様式１－２)  

(３)支出計画書(様式１－３)  

(４)見積書等の支払い予定額、事業予定内容が分かる書類の写し 

(５)海外渡航者が補助事業者に在籍していることを証する書類（在職証明書等） 

(６)補助事業に係る収支予算書(見込書)の抄本  

(７)納税証明書(県税)  

(８)暴力団排除に関する誓約書及び役員名簿 

(９)その他知事が必要と認める書類  

３ 次のいずれかに該当する者は、交付申請をすることができないものとする。  

(１)暴力団排除条例(平成２２年宮城県条例第６７号)に規定する暴力団又は暴力団員等  

(２)県税に未納がある者  

４ 知事は前項第１号に規定する暴力団又は暴力団員等に関する事項について、県警察本部長宛て照会す

ることができる。 

 

（交付の決定等） 

第６条 交付決定に当たっては、審査を行うものとし、前条による交付の申請により交付申請額の総額が

予算額を上回った場合においては、補助事業の目的や実現性及び事業効果等を勘案して交付決定を行う

ものとする。 

なお、審査の結果、事業内容等を調整することがある。 

 

（交付の条件） 

第７条 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。  

(１)補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をする場合には、様式第２号により知事の承 

認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更については、この限りでない。  

ア 補助事業の目的の達成に支障をきたすことなく、かつ、事業計画の細部の変更であって、交付決 

定を受けた補助金の額の増額を伴わない場合 

イ 補助対象経費の２０％以内の変更  

(２)事業を中止し、又は廃止する場合には、中止又は廃止の理由が生じた後速やかに様式第３号により、 

知事の承認を受けなければならない。  

(３)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、その 

事実が判明した後速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。 

(４)事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械、器具及びその他の財産につ 

いては、適正化法施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する 

まで、厚生労働大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、 

貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

(５)知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県 



に納付させることがある。 

(６)事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意 

をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。  

(７)補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕 

入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が０円の場合を含む。)には、別紙様式第４号により速やかに 

知事に報告すること。 

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消 

費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行って 

いる場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

また、知事に報告があった場合においては、当該仕入控除税額の全部又は一部を県に納付させること 

がある。 

(８)補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理 

し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止を受けた場合には、そ 

の承認を受けた日)の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

(９)補助事業を行うために締結する契約の相手方及び関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならな 

い。 

(10) 補助事業を行うために締結する契約については、県が行う契約手続の取扱いに準拠しなければなら 

ない。  

(11)事業者は、この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制度に基づく県の負担又は補 

助を受けてはならない。 

(12)補助事業を行う者が(１)から(11)までにより付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は 

一部を県に納付させることがある。 

 

（交付決定後の報告等） 

第８条 知事は、第５条に規定する交付の決定があった者に対して、必要に応じて事業実施状況の報告を

求めることができるものとする。 

 

（実績報告） 

第９条 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は、様式第５号によるものとし、そ

の提出期限は、補助事業等の完了若しくは廃止の承認の日から一月を経過した日又は交付決定の日の属

する県の会計年度の１月３０日のいずれか早い日までに提出するものとする。 

２ 規則第１２条第１項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおり

とする。  

(１)事業実施状況報告書(様式５－１) 

(２)精算額調書(様式５－２) 

(３)対象経費の精算額内訳(様式５－３) 

(４)納品書、請求書及び領収書等の支払い額及び支払日が確認できる書類の写し  

(５)補助事業に係る収支決算書(見込書)の抄本  

(６)事業実施状況の記録(写真等) 

(７)口座振込依頼書  



(８)その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の交付方法） 

第１０条 補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。 

 

（補助金の取消等） 

第１１条 規則第１６条第１項の規定により、補助金の交付の決定を受けた者が、補助金等の他の用途へ

使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この

要綱又はこれに基づく知事の処分に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。  

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定後においても適用することがある。 

 

（補助金の返還） 

第１２条 補助金の交付を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補

助金が交付されているときは、規則第１７条第１項の規定により、期限を定めて、その返還を命ずるも

のとする。  

２ 補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定

めて、その返還を命ずるものとする。  

 

（事業完了後の使用状況報告等)） 

第１３条 知事は、必要に応じて補助事業者に対し、補助事業の遂行状況等の報告を求め、又は必要な調

査を行うことができるものとする。  

 

（交付決定前着手） 

第１４条 補助事業の着手は、補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、当該交付決定前に補

助事業に着手する必要がある場合には、速やかに様式第６号により、知事に提出するものとする。 

 

 (提出部数)  

第１５条 この要綱により知事に提出する書類の提出部数は、それぞれ１部とする。 

 

附 則  

１ この要綱は、令和８年６月１０日から施行し、令和８年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金

にも適用するものとする。 

３ 宮城県外国人介護人材受入促進事業補助金交付要綱（令和７年８月２２日施行）は、廃止する。 



別表 

１.対象事業者 ２.対象経費 ３.基準額 ４.補助率 ５.備考 

県内の外国人介護人

材受入事業所、介護

福祉士養成施設又は

日本語学校等 

交付要綱第３条の取組に要する次に掲げる経費 

 

１ 旅費(交通費、宿泊費) 

２ 広報・宣伝費(宣材ツール作成費、広告掲載費等) 

３ 諸謝金(個人に対する翻訳・通訳謝礼等) 

４ 業務委託料(法人等に対する翻訳・通訳、会場運営そ

の他補助的業務) 

５ 雑役務費(海外旅行保険料、海外渡航期間中に使用す

る通信費〔Wi‑Fi ルーター、SIMカード等〕、ビザ取

得費等) 

６ その他知事が必要と認める経費 

 

 

 

 

 

 

５００，０００円

(１法人当たり) 

１０分の１０ 

 

 

対象経費の実支出額

と総事業費から寄付

金その他の収入額を

控除した額とを比較

して少ない方の額に

補助率を乗じたもの

(１，０００ 円未満

の端数が生じた場合

にはこれを切り捨て

るものとする。)を

交付額とする。ただ

し、基準額に補助率

を乗じた額を上限と

する。 

 


